
番　　　　　号
平成　年　月　日

（北海道農地・水・環境保全向上対策協議会経由）

殿

○○活動組織
　代表　○○　○○ 　印

１．交付金の振込先４．別添資料

１．農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書

  農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成23年４月１日付け22農振第2261号農林水産
事務次官依命通知)別紙２第４の３の(１)に基づき、下記のとおり関係書類を添えて向上活
動支援交付金に係る事業の採択を申請する。

記

農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）
に係る採択申請書

３．組織の規約

様式第１０１号（国参考様式第２８号）

農林水産省農村振興局長

２．向上活動支援交付金に係る活動計画



様式第１０２号（国参考様式第２６号）  

（その１：共同活動支援及び向上活動支援の両方を記載する場合） 

 

農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書 
 

農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成 23 年４月１日付け 22 農振第 2261 号農林水産事

務次官依命通知)に基づき、○○活動組織（以下「活動組織」という。）と■■町（以下「町」

という。）及び■■土地改良区（以下「土地改良区」という。）は、下記のとおり協定を締結

する。 

 

記 

（目的） 

第１条 この協定は、北海道■■町○○に存する農地・農業用水等の資源や環境の保全と質的

向上を図る活動及び水路・農道等の施設の長寿命化を図る活動が円滑に実施できるよう、そ

の内容等について定めることを目的とする。 

 

【共同活動支援交付金】 

（協定期間） 

第２条 共同活動支援に係る協定期間は、平成■■年■月■日から平成■■年■月■日までと

する。 

 

（協定の対象となる資源） 

第３条 共同活動支援に係る協定の対象となる資源は、別紙「共同活動支援交付金に係る活動

計画」の第１に定めるとおりとする。 

 

（実施計画） 

第４条 活動組織が実施する共同活動支援に係る活動は、別紙「共同活動支援交付金に係る活

動計画」の第２に定めるとおりとする。 

 

【向上活動支援交付金】 

（協定期間） 

第５条 向上活動支援に係る協定期間は、協定締結の日から平成■■年■月■日までとする。 

 

（協定の対象となる区域及び施設） 

第６条 向上活動支援に係る協定の対象となる区域及び施設は、別紙「向上活動支援交付金に

係る活動計画」の２の（１）から（３）に定めるとおりとする。 

 

（実施計画） 

第７条 活動組織が実施する向上活動支援に係る活動は、別紙「向上活動支援交付金に係る活

動計画」の２の（６）に定めるとおりとする。 

 

（工事の施行に関する条件） 

第８条 活動組織は、工事の施行に当たって、常に災害等の防止に努めるものとし、当該工事

が原因で、第三者に損害を与え、若しくは与える恐れのあるときは、活動組織の負担におい

て必要な措置を講ずるものとする。 

２ 土地改良区が管理する施設に関し、活動組織が実施する工事によって生じた工作物等は、

所要の手続きを経て、土地改良区に無償で譲渡することができるものとする。 



３ 活動組織は、土地改良区が管理する施設に関し、工事に当たって詳細な工事内容について

土地改良区に提出し、工事内容に変更が生じた場合には、あらかじめ、土地改良区に協議し、

その指示を受けるとともに、工事が完了したときには、土地改良区にその旨を報告し、土地

改良区は書類確認を行うとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。 

 

【その他】 

（町、土地改良区の役割） 

第９条 町又は土地改良区は、協定の対象区域において、活動組織が第４条及び第７条に定め

る実施計画とは別に、次の事項を行う。 

（１）・・・・・・・必要に応じて記述・・・・・・・ 

 

（その他） 

第 10 条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、町又は土地改良区と活動組

織が協議をして定めるものとする。 

 

上記協定の締結を証するため、町と土地改良区及び活動組織は、本書３通を作成し記名押印

の上、それぞれ１通を保有するものとする。 

 

 

平成■■年■月■日 

 

 

○○活動組織 

住 所 北海道■■町■■■■■■ ■■－■ 

代 表  山田 太郎   印 

 

■■町 

住 所 北海道■■町■■■■■■ ■■－■ 

町 長  ■■ ■■   印 

 

■■土地改良区 

住 所 北海道■■町■■■■■■ ■■－■ 

理事長  ■■ ■■   印 

 

 



様式第１０３号（国参考様式第２６号）  

（その２：向上活動支援についてのみ記載する場合） 

 

農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書 
 

農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成 23 年４月１日付け 22 農振第 2261 号農林水産事

務次官依命通知)に基づき、○○活動組織（以下「活動組織」という。）と■■町（以下「町」

という。）及び■■土地改良区（以下「土地改良区」という。）は、下記のとおり協定を締結

する。 

 

記 

（目的） 

第１条 この協定は、北海道■■町○○に存する水路・農道等の施設の長寿命化を図る活動が

円滑に実施できるよう、その内容等について定めることを目的とする。 

 

（協定期間） 

第２条 向上活動支援に係る協定期間は、協定締結の日から平成■■年■月■日までとする。 

 

（協定の対象となる区域及び施設） 

第３条 向上活動支援に係る協定の対象となる区域及び施設は、別紙「向上活動支援交付金に

係る活動計画」の２の（１）から（３）に定めるとおりとする。 

 

（実施計画） 

第４条 活動組織が実施する向上活動支援に係る活動は、別紙「向上活動支援交付金に係る活

動計画」の２の（６）に定めるとおりとする。 

 

（工事の施行に関する条件） 

第５条 活動組織は、工事の施行に当たって、常に災害等の防止に努めるものとし、当該工事

が原因で、第三者に損害を与え、若しくは与える恐れのあるときは、活動組織の負担におい

て必要な措置を講ずるものとする。 

２ 土地改良区が管理する施設に関し、活動組織が実施する工事によって生じた工作物等は、

所要の手続きを経て、土地改良区に無償で譲渡することができるものとする。 

３ 活動組織は、土地改良区が管理する施設に関し、工事に当たって詳細な工事内容について

土地改良区に提出し、工事内容に変更が生じた場合には、あらかじめ、土地改良区と協議し、

その指示を受けるとともに、工事が完了したときには、土地改良区にその旨を報告し、土地

改良区は書類確認を行うとともに、必要に応じて現地確認を行うものとする。 

 

【その他】 

（町、土地改良区の役割） 

第６条 町又は土地改良区は、協定の対象区域において、活動組織が第４条に定める実施計画

とは別に、次の事項を行う。 

（１）・・・・・・・必要に応じて記述・・・・・・・ 

 

（その他） 

第７条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、町又は土地改良区と活動組

織が協議をして定めるものとする。 

 



上記協定の締結を証するため、町と土地改良区及び活動組織は、本書３通を作成し記名押印

の上、それぞれ１通を保有するものとする。 

 

 

平成■■年■月■日 

 

 

○○活動組織 

住 所 北海道■■町■■■■■■ ■■－■ 

代 表  山田 太郎   印 

 

■■町 

住 所 北海道■■町■■■■■■ ■■－■ 

町 長  ■■ ■■   印 

 

■■土地改良区 

住 所 北海道■■町■■■■■■ ■■－■ 

理事長  ■■ ■■   印 

 

 

 

 

 



　

計画策定年月 平成○○年○月

活動組織名 ○○活動組織

所在地 北海道■■町○○

2011/9/9

農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）に係る活動計画

様式第１０４号（国参考様式第２７号）



１．目的

２．活動計画

（１）向上活動支援交付金（施設の長寿命化のための活動への支援）の対象区域、対象施設

（２）向上活動支援交付金（施設の長寿命化のための活動への支援）の対象区域

a a a a

（注）対象農用地は農振農用地とする。

（３）向上活動支援交付金（施設の長寿命化のための活動への支援）の対象施設

ｋｍ km km ｋｍ 箇所

（注）対象区域において、対象活動組織（集落）が管理する農地周りの水路、農道等の施設について記入する。

（４）向上活動支援交付金（施設の長寿命化のための活動への支援）により補修・更新等を行う施設

ｋｍ km km ｋｍ 箇所

（５）活動期間

面積

排水路 パイプライン

　施設の長寿命化を図るための取り組みの対象区域、対象施設、対象活動、活動期間については以下のとおりとする。

　施設の長寿命化のための活動の対象区域、対象施設は別紙のとおり。

数量

活動開始年度 活動終了年度
向上活動支援
交付金交付年数

ため池

数量

農道

平成　　年度 平成　　年度 　年

農業用施設
用水路

水路

農用地 田 畑 草地 計

農道 ため池

水路
農業用施設

パイプライン排水路用水路



（６）実施計画

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

更新等

補修

更新等

補修

補修

更新等

補修

更新等

補修

更新等

付帯施設

付帯施設

農道

農道本体

ため池

ため池本体

年度計画
数量対象活動対象施設

補修

活動組織が管
理する施設

水路
（開水路、パ
イプライン）

水路本体

付帯施設

更新等



３．交付金額

（１）年当たり交付金額

田 a 1,700 円/10a 1,700 円/10a

畑 a 300 円/10a 300 円/10a

草地 a 200 円/10a 200 円/10a

総額

（注）交付金算定の対象農用地面積は、農振農用地面積とする。

（２）活動期間の総額 （単位：円）

４．活動組織の役割等

（注）当該地区の活動計画に基づき施設の長寿命化のための活動を実施する上で、対象活動組織の構成員が担う役割等について、地区の
　 状況に応じて記載。

① ② ③＝①＋②

年当たり
交付金額

（円）

国 北海道、市町村 交付金額計

交付金額

地目
北海道、市町村国

交付単価
対象農用地面積

活動組織においては本対策の実施のため、以下の役割等を担うこととする。



別紙

施設の長寿命化のための活動の対象区域、対象施設

活動組織名：○○活動組織

(注）対象区域、対象施設の位置図を添付し、補修、更新等を行う施設について、活動内容、数量等を記載すること。



様式第１０５号（国参考様式第２５号） 

 （その１：共同活動支援及び向上活動支援の両方についての規約） 

 

○○活動組織 規約 

 

平成■■年■月■日制定 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この活動組織は、○○活動組織（以下「活動組織」という。）という。 

 

（事務所） 

第２条 活動組織は、主たる事務所を北海道■■町○○に置く。 

 

（目的） 

第３条 活動組織は、第４条の構成員による共同活動を通じ■■■■に存する農地・農業用水など

の資源や農村環境の良好な保全と質的向上を図ること、水路・農道等の施設の長寿命化を図ること、

■■等に資することを目的とする｡ 

 

第２章 構成員等 

（構成員） 

第４条 活動組織の構成員は別紙のとおりとする。 

（備考） 

   活動組織の設定に当たっては、地域の実情を踏まえ、関係者が十分協議する。 

 

第３章 役員等 

（役員の定数及び選任） 

第５条 活動組織に、代表１名、副代表■名、書記■名、会計■名、監査役■名を置くこととする。代

表等役員は別紙のとおりとする 

２ 代表、副代表及び監査役は総会において構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、

代表が指名するものとする。 

３ 代表は、この■■を代表し、■■の業務を統括する。 

４ 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。 

５ 書記は、■■の活動の事務等を行う。 

６ 会計は、責任者として事業の会計を行う。 

７ 監査役は、責任者として会計の監査を行う。 

 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は、平成■■年■月とする｡ 

２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする｡ 

 

第４章 総会 

（総会の開催） 

第７条 通常総会は、毎年度１回以上開催する｡ 



２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する｡ 

一 構成員現在数の３分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。 

二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき｡ 

三 その他代表が必要と認めたとき｡ 

３ 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から 30 日以内

に総会を招集しなければならない｡ 

４ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事

項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。 

 

（総会の権能） 

第８条 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 

一 共同活動支援に係る活動計画の設定又は変更、収支決算及び実施に関すること。 

二 向上活動支援に係る活動計画の設定又は変更、収支決算、年度実績報告及び実施に関するこ

と。 

三 活動組織規約の制定及び改廃に関すること。 

四 その他活動組織の運営に関する重要な事項。 

 

（総会の議決方法等） 

第９条 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない｡ただし、出席

は委任状をもって代えることができる。  

２ 総会においては、前条第４項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決すること

ができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。 

３ 総会の議決は、第 10 条に規定するものを除き、各集落の構成員それぞれ１票により集落

としての議決を行った後、各集落及び団体の代表でそれぞれ１票により行うものとする。

なお、可否同数のときは、議長の決するところによる｡ 

４ 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。 

５ 会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その

写しを構成員全員に配布して確認するものとする。 

 

（特別議決事項） 

第10条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の３分２以上の多数による議決を

必要とする。  

一 活動組織規約の変更  

二 活動組織の解散  

三 構成員の除名  

四 役員の解任 

 
第５章 事務、会計及び監査 

（書類及び帳簿の備付け） 
第 11 条 活動組織は、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかな

ければならない。 

一 活動組織規約 

二 役員等の氏名及び住所を記載した書面 

三 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳 

四 その他代表が必要と認めた書類 

 



（書類の保存） 

第 12 条 活動組織は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から５年間保存すること

とする。 

 

（事業及び会計年度） 

第 13 条 活動組織の事業及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる｡ 

 

（資金） 

第 14 条 活動組織の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の会計と区

分して経理する。 

一 共同活動支援交付金 

二 向上活動支援交付金 

三 その他の収入 

 

（事務経費支弁の方法等） 

第 15 条 活動組織の事務に要する経費は、第 14 条の資金をもって充てる｡ 

 

（活動計画の作成） 

第 16 条 活動計画は、会計区分ごとに作成し、総会の議決を得てこれを定める。 

  

（予算の実施） 

第 17 条 予算の執行者は、代表とする｡ 

 

（予算の流用） 

第 18 条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない｡ 

  

（金銭出納の明確化） 

第 19 条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記

録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない｡ 

 

（金銭の収納） 

第 20 条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない｡ 

２ 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証

を発行しないものとする｡ 

 

（領収証の徴収） 

第 21 条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領

収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる｡ 

２ 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって

支払先の領収証に代えることができる｡ 

 

（財産の管理）  

第22条 向上活動支援に係る活動により更新を行った施設については、財産管理台帳に記録し、

適正に管理するものとする。  

 

（物品の管理）  

第 23 条 活動組織が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のな



いよう、適正に管理するものとする。 

  

（決算及び監査） 

第 24 条 活動組織の決算については、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、向上活動支援に係

る年度実績報告書及び財産管理台帳を、通常総会の開催の日の■日前までに監査役に提出し

なければならない。 

２ 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報

告するとともに、代表は監査について、毎会計年度終了後■日以内に総会の承認を受けなけ

ればならない。 

    

第６章 活動組織規約の変更 

（規約の変更） 

第 25 条 この規約を変更した場合は、北海道農地･水･環境保全向上対策協議会長を経由し、農

林水産省農村振興局長に報告をしなければならない｡ 

 

第７章 雑則 

（細則） 

第 26 条 農地・水保全管理支払交付金実施要綱、農地・水保全管理支払交付金実施要領、その

他この規約に定めるもののほか、活動組織の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。 

 

  附 則 

１ この規約は、平成■■年■月■日から施行する。 

２ 活動組織の設立初年度の役員の選任については、第５条第２項中「総会」とあるのは、「設

立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第６条第１項の規定にかかわらず、

平成■■年■月■日までとする。 

３ 活動組織の設立初年度の活動計画の議決については、第 16 条中「総会」とあるのは、「設

立総会」と読み替えるものとする。 

４ 活動組織の設立初年度の会計年度については、第 13 条の規定にかかわらず、この規約の施

行の日から採択通知のあった年度の３月 31 日までとする。 

（備考） 

   附則第４項において、「この規約の施行の日から」は、「平成■■年■月■日から」とす

ることができる。 

（備考） 

   活動組織規約の作成に当たっては、原則として上記によるものとするが、特段の事情があ

る場合は、必要最小限の変更を行うことができるものとする。 



様式第１０６号（国参考様式第２５号） 

 （その２：向上活動支援のみについての規約） 

 

○○活動組織 規約 

 

平成■■年■月■日制定 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この活動組織は、○○活動組織（以下「活動組織」という。）という。 

 

（事務所） 

第２条 活動組織は、主たる事務所を北海道■■町○○に置く。 

 

（目的） 

第３条 活動組織は、第４条の構成員による共同活動を通じ■■■■に存する水路・農道等の施設

の長寿命化を図ること、■■等に資することを目的とする｡ 

 

第２章 構成員等 

（構成員） 

第４条 活動組織の構成員は別紙のとおりとする。 

（備考） 

   活動組織の設定に当たっては、地域の実情を踏まえ、関係者が十分協議する。 

 

第３章 役員等 

（役員の定数及び選任） 

第５条 活動組織に、代表１名、副代表■名、書記■名、会計■名、監査役■名を置くこととする。代

表等役員は別紙のとおりとする 

２ 代表、副代表及び監査役は総会において構成員の互選により選任するものとし、書記及び会計は、

代表が指名するものとする。 

３ 代表は、この■■を代表し、■■の業務を統括する。 

４ 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。 

５ 書記は、■■の活動の事務等を行う。 

６ 会計は、責任者として事業の会計を行う。 

７ 監査役は、責任者として会計の監査を行う。 

 

（役員の任期） 

第６条 役員の任期は、平成■■年■月とする｡ 

２ 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする｡ 

 

第４章 総会 

（総会の開催） 

第７条 通常総会は、毎年度１回以上開催する｡ 

２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する｡ 



一 構成員現在数の３分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。 

二 監査役が不正な事実を発見し、報告するために招集したとき｡ 

三 その他代表が必要と認めたとき｡ 

３ 前項第一号の規定により請求があったときは、代表は、その請求のあった日から 30 日以内

に総会を招集しなければならない｡ 

４ 総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事

項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。 

 

（総会の権能） 

第８条 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。 

一 向上活動支援に係る活動計画の設定又は変更、収支決算、年度実績報告及び実施に関するこ

と。 

二 活動組織規約の制定及び改廃に関すること。 

三 その他活動組織の運営に関する重要な事項。 

 

（総会の議決方法等） 

第９条 総会は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない｡ただし、出席

は委任状をもって代えることができる。  

２ 総会においては、前条第４項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決すること

ができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。 

３ 総会の議決は、第 10 条に規定するものを除き、各集落の構成員それぞれ１票により集落

としての議決を行った後、各集落及び団体の代表でそれぞれ１票により行うものとする。

なお、可否同数のときは、議長の決するところによる｡ 

４ 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。 

５ 会議により決定した事項については、決定事項を記載した書面を作成するとともに、その

写しを構成員全員に配布して確認するものとする。 

 

（特別議決事項） 

第10条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の３分２以上の多数による議決を

必要とする。  

一 活動組織規約の変更  

二 活動組織の解散  

三 構成員の除名  

四 役員の解任 

 
第５章 事務、会計及び監査 

（書類及び帳簿の備付け） 
第 11 条 活動組織は、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかな

ければならない。 

一 活動組織規約 

二 役員等の氏名及び住所を記載した書面 

三 収入及び支出に関する証拠書類、帳簿及び財産管理台帳 

四 その他代表が必要と認めた書類 

 

（書類の保存） 

第 12 条 活動組織は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から５年間保存すること



とする。 

 

（事業及び会計年度） 

第 13 条 活動組織の事業及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終わる｡ 

 

（資金） 

第 14 条 活動組織の資金は、次の各号に掲げるものとし、その会計に当たっては他の会計と区

分して経理する。 

一 向上活動支援交付金 

二 その他の収入 

 

（事務経費支弁の方法等） 

第 15 条 活動組織の事務に要する経費は、第 14 条の資金をもって充てる｡ 

 

（活動計画の作成） 

第 16 条 活動計画を作成し、総会の議決を得てこれを定める。 

  

（予算の実施） 

第 17 条 予算の執行者は、代表とする｡ 

 

（予算の流用） 

第 18 条 予算は、定められた目的以外に使用し、又は流用してはならない｡ 

  

（金銭出納の明確化） 

第 19 条 出納の事務を行う者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記

録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない｡ 

 

（金銭の収納） 

第 20 条 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない｡ 

２ 金融機関への振込の方法により入金する場合は、入金先の要求がある場合のほか、領収証

を発行しないものとする｡ 

 

（領収証の徴収） 

第 21 条 金銭の支払については、最終受取人の領収証を徴収しなければならない。ただし、領

収証の徴収が困難な場合には、レシート等をもってこれに代えることができる｡ 

２ 金融機関への振込の方法により支払を行うときは、取扱金融機関の振込金受取書をもって

支払先の領収証に代えることができる｡ 

 

（財産の管理）  

第22条 向上活動支援に係る活動により更新を行った施設については、財産管理台帳に記録し、

適正に管理するものとする。  

 

（物品の管理）  

第 23 条 活動組織が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき損のな

いよう、適正に管理するものとする。 

  

 



（決算及び監査） 

第 24 条 活動組織の決算については、代表が事業年度終了後、金銭出納簿、年度実績報告書及

び財産管理台帳を、通常総会の開催の日の■日前までに監査役に提出しなければならない。 

２ 監査役は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して代表に報

告するとともに、代表は監査について、毎会計年度終了後■日以内に総会の承認を受けなけ

ればならない。 

    

第６章 活動組織規約の変更 

（規約の変更） 

第 25 条 この規約を変更した場合は、北海道農地･水･環境保全向上対策協議会長を経由し、農

林水産省農村振興局長に報告をしなければならない｡ 

 

第７章 雑則 

（細則） 

第 26 条 農地・水保全管理支払交付金実施要綱、農地・水保全管理支払交付金実施要領、その

他この規約に定めるもののほか、活動組織の事務の運営上必要な細則は、代表が別に定める。 

 

  附 則 

１ この規約は、平成■■年■月■日から施行する。 

２ 活動組織の設立初年度の役員の選任については、第５条第２項中「総会」とあるのは、「設

立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第６条第１項の規定にかかわらず、

平成■■年■月■日までとする。 

３ 活動組織の設立初年度の活動計画の議決については、第 16 条中「総会」とあるのは、「設

立総会」と読み替えるものとする。 

４ 活動組織の設立初年度の会計年度については、第 13 条の規定にかかわらず、この規約の施

行の日から採択通知のあった年度の３月 31 日までとする。 

（備考） 

   附則第４項において、「この規約の施行の日から」は、「平成■■年■月■日から」とす

ることができる。 

（備考） 

   活動組織規約の作成に当たっては、原則として上記によるものとするが、特段の事情があ

る場合は、必要最小限の変更を行うことができるものとする。 

 



【別紙】
添付様式１０５号（国添付様式２５）、添付様式１０６号（国添付様式２５）

　　○○活動組織の構成員及び役員は以下のとおり。

１．代表

２．役員

３．構成員
　　（１）　○○集落

①　農業者

②　農業者以外

　　（２）　■■集落
①　農業者

②　農業者以外

　　　　
　　（３）　団体

住所

役職名 氏名 備考 役職名

役職名 役職名

氏名 備考

氏名 備考

構成員一覧表

備考氏名

備考役職名 氏名

役職名 氏名 備考 役職名 氏名 備考

役職名 氏名 備考 役職名 氏名 備考

役職名 氏名 備考 役職名 氏名 備考

（注） 　「農業者」とは、協定に位置付けられている農用地において耕作又は養畜の業務を営む農業者又は
団体。

役職名 氏名 備考 役職名 氏名 備考



添付様式１０１（国添付様式２８）

１．交付金振込口座

《ゆうちょ銀行の方はこちらに記入してください。》

２．口座名義

番号（右詰めで記入）

交付金の振込先

別段

通知

フリガナ

金　融　機　関　名

当座

普通

農業協同組合　銀行　信用金庫
信用組合　労働金庫　信連　農林中金

記号

口座番号

支店名

口座番号
（７桁に満たない場合は、右詰めで記入）

種　目

－ ） 都道
府県

口座名義

市区
町村

（〒

住所



番　　　　  　号　
平成　 年　 月　 日

農林水産省農村振興局長　殿

北海道農地･水･環境保全向上対策協議会
印

１．採択申請整理表

  平成○○年度において、別紙のとおり採択申請書の提出があったので、農地・水保全管理支払
交付金実施要領（平成23年４月１日付け22農振第2262号農村振興局長通知）第５の６の（２）に基
づき、下記関係書類を添えて、提出する。

記

農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）に
係る採択申請報告書

添付資料 １．活動組織（集落）が提出した採択申請書

様式第１０７号（国参考様式第２９号）

会　長　　　眞　野　　　弘



添付様式第１０７号（国添付様式第２９号）
採択申請整理表

平成 ○○ 年度提出分

北海道　計 集落 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

（注１）　農地に係る施設については、都道府県が策定する対象施設・対象活動に関する指針で追加した場合、対象とする施設を記載するものとする。

（注２）　交付額は国と地方分を合計した額を記載するものとする。

口座名義人の住所

氏
名

ふ
り
が
な

郵
便
番
号

住
所

合
計

年
度
交
付
額

（
円

）

水
路

（
k
m

）

農
道

（
k
m

）

農
道

（
k
m

）

た
め
池

(

箇
所

)

水
路

（
k
m

）

た
め
池

(
箇
所

)

交
付
総
額

（
円

）

（
農
地
に
係
る
施
設

）

交付金の振込先

金
融
機
関
名
及
び
店
舗
名

交付金額

田

（
a

）

畑

（
a

）

草
地

（
a

）

向上活動支援交付金により
補修・更新等を行う施設

活
動
開
始
年
度

活
動
終
了
年
度

活
動
期
間

預
貯
金
別
口
座
番
号

口座名義人

向上活動支援交付金の
対象となる農用地

向上活動支援交付金の
対象施設

都
道
府
県
名

市
町
村
名

地
方
負
担
分
の
交
付
団
体
名

活
動
組
織

（
集
落

）
番
号

活
動
組
織

（
集
落

）
名

活動期間



番　　　　　号
年　　月　　日

○○活動組織

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
会　長　　眞　野　　弘　　印

  平成　年　月　日付け第　号で申請のあった農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交
付金）に係る事業の採択について、農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成23年４月１日
付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知）別紙２第４の３の（２）に基づき、別紙のとお
り、承認されたので送付する。
　ついては、農地・水保全管理支払管理支払交付要綱（平成23年４月１日付け22農振第2260号
農林水産事務次官依命通知）第４条第１項の（２）の規定により、農林水産大臣あて及び北海道
農地・水・環境保全向上対策協議会長あての交付申請書を北海道農地・水・環境保全向上対策
協議会に提出されたい。
　なお、申請書の提出期限については、平成　年　月　日と定めたので御了知願いたい。

（様式第１０８号）

代表　○○　○○　　殿

農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）に
係る採択承認通知書の送付について



番　　　　　号
平成　年　月　日

（北海道農地・水・環境保全向上対策協議会経由）

殿

○○活動組織
　代表　○○　○○ 　　印

様式第１０９号（国参考様式第３２号）

  農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成23年４月１日付け22農振第2261号農林水
産事務次官依命通知)別紙２第４の４に基づき、下記のとおり関係書類を添えて向上活動
支援交付金に係る事業の採択内容の変更承認を申請する。

農林水産省農村振興局長

１　添付書類については、「１．農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書」、「２．向上
活動支援交付金に係る活動計画」及び「３．組織の規約」のうち、変更があったものを添付するこ
と。

２．向上活動支援交付金に係る活動計画

１．農地・水保全管理支払交付金の実施に関する協定書

農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）
に係る採択内容の変更承認申請書

３．組織の規約

記



番　　　　  　号　
平成　 年　 月　 日

農林水産省農村振興局長　殿

北海道農地･水･環境保全向上対策協議会
印

１．採択申請整理表

  平成○年度において、別紙のとおり採択内容の変更承認申請書の提出があったので、農地・水
保全管理支払交付金実施要領（平成23年４月１日付け22農振第2262号農村振興局長通知）第５の
７の(2)に基づき、下記関係書類を添えて、提出する。

記

農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）に
係る採択内容の変更承認申請報告書

添付資料 １．活動組織（集落）が提出した採択内容の変更承認申請書

様式第１１０号（国参考様式第２９号）

会　長　　　眞　野　　　弘



添付様式第１１０号（国添付様式第２９号）
採択申請整理表

平成 年度提出分

北海道　計 集落 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

（注１）　農地に係る施設については、都道府県が策定する対象施設・対象活動に関する指針で追加した場合、対象とする施設を記載するものとする。

（注２）　交付額は国と地方分を合計した額を記載するものとする。
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番　　　　　号
年　　月　　日

○○活動組織

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
会　長　　眞　野　　弘　　印

〈施行注意〉
１．

農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）に
係る採択内容の変更承認通知書の送付について

  平成　年　月　日付け第　号で申請のあった農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付
金）に係る事業の採択内容の変更について、農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成23年４
月１日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知）別紙２第４の３の（２）に基づき、別紙のと
おり、承認されたので送付する。
　ついては、農地・水保全管理支払管理支払交付要綱（平成23年４月１日付け22農振第2260号農
林水産事務次官依命通知）第６条第１項の規定により、農林水産大臣あて及び北海道農地・水・環
境保全向上対策協議会長あての交付申請書を北海道農地・水・環境保全向上対策協議会に提出
されたい。
　なお、申請書の提出期限については、平成　年　月　日と定めたので御了知願いたい。

　採択内容の変更の場合に、農地・水保全管理支払交付金交付要綱第６条第１項の申請が
必要ない場合には、本文中の「ついては、農地・水保全管理支払管理支払交付要綱（平成23
年４月１日付け22農振第2260号農林水産事務次官依命通知）第６条第１項の規定により、農
林水産大臣あて及び北海道農地・水・環境保全向上対策協議会長あての交付申請書を北海
道農地・水・環境保全向上対策協議会に提出されたい。　なお、申請書の提出期限について
は、平成　年　月　日と定めたので御了知願いたい。」を削除すること。

（様式第１１１号）

代表　○○　○○　　殿



番　　　　　号
平成　 年　 月 　日

農林水産大臣 殿

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
　　　　　会長　　眞　野　　　弘　　殿

住　所
組織名
代表者名 印

１．交付申請額

２．事業完了予定日 平成　年　月　日

（注）1

2

3

　採択申請時等に提出した規約、協定、活動計画又は交付金の振込先の内容から変更が
ある場合は、変更後の規約、協定、活動計画又は交付金の振込先を添付し提出するこ
と。

　「申請先」欄の国宛と道協議会宛のいずれかを選択し、申請先毎に代表者印を押印の
うえ提出すること。

円

　前記2により、交付申請書を提出する場合は、本文中の「下記のとおり申請する。」
を「関係書類を添えて申請する。」とし、活動計画の変更がある場合については、「な
お、事業の内容等は、平成　年　月　日付けで提出した向上活動支援交付金に係る活動
計画のとおりである。」を削除して提出すること。

円 円

事業費 その他

円

交付申請額
国分 地方分

別記様式第２号（第４の(2)関係）

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金交付申請書

申請先

北海道■■町○○
○○活動組織
代表　○○　○○

  平成　年度農地・水保全管理支払交付金の交付を受けたいので、下記のとおり申請する。
　なお、事業の内容等は、平成　年　月　日付けで提出した向上活動支援交付金に係る活動計画
のとおりである。

記

国宛 道協議会宛



番　　　　　号　
平成　 年　 月 　日

農林水産大臣 殿

住　所 札幌市中央区北５条西６丁目1-23
団体名 北海道農地･水･環境保全向上対策協議会
代表者名 会　長　　眞　野　　弘 印

１．交付申請整理表（別紙第１）

（注）整理表とともに対象活動組織（集落）が提出した交付申請書を提出すること。

記

別記様式第３号（第４の(2)関係）

平成　年度　農地・水保全管理支払交付金交付申請報告書

  平成　年度において、別紙のとおり交付申請書の提出があったので、農地・水保全管理支払
交付金交付要綱（平成23年４月１日付け22農振第2260号農林水産事務次官依命通知）第４の
(2)のイに基づき、下記関係書類を添えて、提出する。



別紙第１
交付申請整理表

平成 年度提出分

北海道　計 集落 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

注１：農地に係る施設については、都道府県が策定する対象施設・対象活動に関する指針で追加した場合、対象とする施設を記載するものとする。

注２：交付額は国と地方分を合計した額を記載するものとする。
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○○活動組織

代表　○○　○○　殿

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会

会　長　　眞　野　　弘　　印

１ 　交付金の対象となる区分及び交付金の額は次のとおりです。

※ 記載の額は、北海道及び関係市町村の交付金です。

２

３

４

(1) この交付金を他の用途に使用したとき。
(2)

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

５

次の各号のいずれかに該当するときは、この交付金の交付の決定の全部又は一部を取
り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された交付金があるときは、その返
還を命ずることがあります。交付金の額の確定があった後においても、また同様とし
ます。

交付金に係る事業の執行に関し、この交付金の交付の決定の内容又はこれに付けた
条件、その他法令又はこれに基づく地域協議会長の処分に違反したとき。

　前項の規定による処分に関し、交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る
交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額（その一部を納付
した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95
パーセントの割合で計算した違約加算金を地域協議会に納付しなければなりません。

向上活動支援交付金

　向上活動支援交付金に係る業務方法書第４条の４のイによる当該年度の交付決定額
の増減、同項のエまたは同項のオの採択内容の変更があった場合は、北海道農地・
水・環境保全向上対策協議会長（以下「道協議会長」という。）の承認を受けなけれ
ばなりません。

この交付金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、こ
の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付けた条
件を変更することがあります。

円 円

記

（様式第１１２号）

番　　　　　号

年　　月　　日

　平成　年　月　日付け第　号で申請のあった平成　年度向上支援交付金に係る地方公
共団体の交付金（以下「交付金」という。）については、向上活動支援に係る業務方法
書第５条の３に基づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。
　ただし、次の事項を守らなければなりません。

平成　　年度農地･水保全管理支払交付金（向上活動支
援交付金）に係る交付金の交付決定の通知について

経費区分 交付申請額 交付決定額



６

  
７

 
８

９

10

11

　交付金に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「財産」とい
う。）については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理すると
ともに、交付金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図らなければなりま
せん。

　前項の財産うち、１件当たりの取得価格５０万円以上のものについて、交付金の交
付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすると
きは、あらかじめ地域協議会長の承認を受けなければなりません。ただし、交付金の
全部に相当する額を地域協議会に納付した場合又は「減価償却資産の耐用年数等に関
する省令」（昭和40年大蔵省令第15号）で定める耐用年数に相当する期間を経過した
場合若しくは交付金に係る事業の完了の年の翌年から起算して１０年を経過した場合
は、この限りではありません。

　８の財産を、地域協議会長の承認を受けて処分したことにより収入のあったとき
は、当該収入の全部又は一部を納付させることがあります。

　活動組織は、法令の定めによるほか、北海道農地・水保全管理支払事業補助金交付
要領（平成２３年４月１日付け農設第１号農政部長通知）の定めに従わなければなり
ません。

　交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌
日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合における
その後の期間については、その納付金額を控除した額）につき年10.95パーセントの
割合で計算した違約延滞金を地域協議会に納付しなければなりません。

　交付金に係る事業の交付申請の基礎となった証拠書類及び交付に関する証拠書類を
交付金の交付が完了した年度の終了の日の翌日から起算して５年間保管しなければな
りません。ただし、交付金に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産につい
て処分制限期間を経過していない場合においては、財産管理台帳及び関係書類を期間
満了時まで保存しなければなりません。



番　　　　　号　
平成　 年　 月 　日

農林水産大臣 殿

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会

住　所
組織名
代表者名 印

１．交付申請額

円 円 円 円

注：予算額を上段括書、変更申請額を下段に記載すること。

２．事業完了予定日 平成　年　月　日

（注）1

2

3

　採択申請時等に提出した規約、協定又は活動計画の内容から変更がある場合は、変更
後の規約、協定又は活動計画を添付し提出すること。

　採択申請時等に提出した活動計画の内容から変更がある場合は、「なお、事業の内容
等は、平成　年　月　日付けで提出した向上活動支援交付金に係る活動計画のとおりで
ある。」を削除して提出すること。

　「申請先」欄の国宛と道協議会宛のいずれかを選択し、申請先毎に代表者印を押印の
うえ提出すること。

交付申請額
国分 地方分

その他

  平成　年度に交付決定通知のあった事業の実施について、下記のとおり変更したいので、関係
書類を添えて申請する。
　なお、事業の変更内容等は、平成　年　月　日付けで提出した向上活動支援交付金に係る活動
計画のとおりである。

記

事業費

北海道■■町○○

○○活動組織
代表　○○　○○

　　会長　　眞　野　　　弘　　　殿

別記様式第４号（第６関係）　　（その２：対象活動組織（集落））　
申請先

国宛 道協議会宛

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金変更（中止又は廃止）承認申請書



○○活動組織

代表　○○　○○　殿

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会

会　長　　眞　野　　弘　　印

１　この承認の内容は、平成　年　月　日付け交付金変更承認申請書記載のとおりです。

２　変更後の交付金の対象となる区分及び交付金の額は、次のとおりです。

※　記載の額は、北海道及び関係市町村の交付金です。

向上活動支
援交付金

経費区分

（様式第１１３号）

番　　　　　号

年　　月　　日

平成　　年度農地･水保全管理支払交付金（向上活動支援
交付金）に係る交付金の交付決定の通知について

　平成　年　月　日付け第　号で申請のあった平成　年度向上支援交付金に係る地方公
共団体の交付金（以下「交付金」という。）については、向上活動支援に係る業務方法
書第６条の２に基づき、下記のとおり変更することに決定したので通知します。
　ただし、次の事項を守らなければなりません。

記

 円

交付申請額 交付決定額

変更前 変更前

交付申請額 交付決定額

 円  円  円



番　　　　　号
平成　 年　 月 　日

（北海道農地・水・環境保全向上対策協議会経由）

農林水産大臣 殿
支出官　農林水産省大臣官房経理課長 殿

住　所

組織名
代表者名 印

１．請求金額 金 円

２．請求金額の内訳

円 円 円 ％ 円

３．事業の完了予定 平成 年 月 日

記

　

別記様式第５号（第７関係）

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金概算払請求書

北海道■■町○○

○○活動組織
代表　○○　○○

　平成　年　月　日付け第　号で交付金交付決定の通知のあった本交付金について概算払を受け
たいので、下記のとおり請求する。

平成　年　月　日現在

経費区分
残　高

①－(②＋③)

今回請求額
③

金　額
 月 日まで予

定出来高

交付決定額
①

既受領額
②



番　　　　　号
平成　年　月　日

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
　会　長　　眞　野　　弘　　殿

住　所

組織名
代表者名 印

１．請求金額 金 円

２．請求金額の内訳

円 円 円 ％ 円

３．事業の完了予定 平成 年 月 日

記

（様式第１１４号）

平成　年度　農地・水保全管理支払交付金概算払請求書

北海道■■町○○

○○活動組織
代表　○○　○○

　平成　年　月　日付け　号で交付金交付決定の通知のあった本交付金について概算払を受けた
いので、下記のとおり請求する。

平成　年　月　日現在

経費区分
残　高

①－(②＋③)

今回請求額
③

金　額
 月 日まで予

定出来高

　

交付決定額
①

既受領額
②

　 　 　 　



番　　　　　号
年　　月　　日

農林水産大臣　殿

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
会　長　　眞　野　　弘　　印

平成　年度　農地・水保全管理支払交付金（向上活動支
援交付金）に係る概算払請求書の提出について

  平成　年度において、別紙のとおり概算払請求書の提出があったので、農地・水保全管理支払交
付金交付要綱（平成23年４月１日付け22農振第2260号農林水産事務次官依命通知）第７に基づ
き、提出する。

（様式第１１５号）



添付様式115号（参考）
概算払請求整理表

平成 年度提出分

北海道　計 集落 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

都
道
府
県
名

市
町
村
名

地
方
負
担
分
の
交
付
団
体
名

活
動
組
織

（
集
落

）
番
号

活
動
組
織

（
集
落

）
名

1
 

請
求
金
額

２　請求額の内訳

３
　
事
業
の
完
了
予
定

交
付
決
定
額
　
①

既
受
領
額
　
②

今回請求額③

残
高

金
額

予定出来高

日
付

％



○○活動組織
代表　　氏　　　名　　　殿

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
会　長　　眞　野　　弘　　　印

１．概算払額 金 円

２．概算払額の内訳

円 円 円 円

※内訳に記載の額は、北海道及び関係市町村の交付金です。

既受領額
②

今回概算額
③

残　高
①－(②＋③)

向上活動支援交付金

（様式第１１６号）

番　　　　　号

経費区分

年　　月　　日

　平成　　年　　月　　日付け第　号で概算払請求のあった向上活動支援交付金につい
ては、向上活動支援交付金に係る業務方法書第７条第３項に基づき、次のとおり概算払
を決定したので通知します。

記

平成　　年度農地・水保全管理支払交付金（向上活動
支援交付金）に係る概算払について

交付決定額
①



番　　　　　号　
平成　 年　 月 　日

（北海道農地・水・環境保全向上対策協議会経由）

農林水産大臣 殿

住　所

組織名
代表者名 印

１．事業遂行状況

円 円

事業費(A) 事業の遂行状況(B)
（平成　年　月　日）

進捗率
(B)/(A)

備　考

別記様式第６号（第９関係）

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金遂行状況報告書

北海道■■町○○

○○活動組織
代表　○○　○○

　平成　年度農地・水保全管理支払交付金の事業の遂行状況について、農地・水保全管理支
払交付金交付要綱第９に基づき、下記のとおり報告する。

記

区　分



番　　　　　号
平成　　年　　月　　日

農林水産大臣　殿

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
会　長　　眞　野　　弘　　印

平成　年度　農地・水保全管理支払交付金（向上活動支
援交付金）に係る遂行状況報告書の提出について

  平成○年度において、別紙のとおり遂行状況報告書の提出があったので、農地・水保全管理支
払交付金交付要綱（平成23年４月１日付け22農振第2260号農林水産事務次官依命通知）第９の(2)
のアに基づき、提出する。

（参考様式第１１７号）



番　　　　　号　
平成　 年　 月 　日

（■■町経由）
農林水産大臣 殿

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会

住　所
組織名
代表者名 印

１．交付金の精算額

円 円 円 円

注：予算額を上段括書、精算額を下段に記載すること。

２．交付決定日 平成　年　月　日

３．事業完了日 平成　年　月　日

４．事業の成果

水路
(開水路）

(ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ)

農道

ため池

（注）1

2

3

別記様式第８号（第１０の(2)関係）

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金実績報告書

　　　会長　　眞　野　　　弘　　　殿

　平成　年度において交付決定のあった農地・水保全管理支払交付金に係る事業について、下記
のとおり、報告する。

地方分

道協議会宛

記

北海道■■町○○

○○活動組織

箇所

堤体本体

報告先

国宛

代表　○○　○○

箇所

事業費
交付金の精算額

その他
国分

箇所

箇所 箇所

金　額
（円）

ｍ

事業量

補修 更新等

ｍ又は
箇所

農道本体

ｍ

対象施設

水路本体

箇所

付帯施設

付帯施設

付帯施設

箇所

ｍ

　「申請先」欄の国宛と道協議会宛のいずれかを選択し、申請先毎に代表者印を押印のうえ提出す
ること。

　採択申請時等に提出した規約、協定、活動計画又は交付金の振込先の内容から変更がある場合
は、変更後の規約、協定、活動計画又は交付金の振込先を添付し提出すること。

　前記2により、実績報告書を提出する場合は、本文中の「下記のとおり報告する。」を「関係書
類を添えて報告する。」として提出すること。

事務費

箇所

計



番　　　　　号　
平成　 年　 月 　日

（北海道農地･水･環境保全向上対策協議会経由）

　農林水産大臣　殿

印

１．実施状況確認表

（注）確認表とともに、活動組織が提出した実績報告書を提出すること。

   農地・水保全管理支払交付金に係る協定を締結した活動組織について実施状況
の確認を行ったので、農地・水保全管理支払交付金実施要綱（平成23年４月１日付
22農振第2261号農村振興局長通知)別紙２第６の２の(２)に基づき、下記関係書類を
添えて提出する。

様式第１１８号（国参考様式第３７号）

○○市町村長

記

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交
付金）に係る実施状況報告書



添付様式１１８（国添付様式３７）　添付様式１１９
農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）に
係る実施状況確認表

平成 年度 （１／２）

支出内訳（円）

た
め
池

（
農
地
に
係
る
施
設

）

事
務
費

水
路

農
道

都
道
府
県
名

市
町
村
名

地
方
負
担
分
の
交
付
団
体
名

活
動
組
織

（
集
落

）
番
号

活
動
組
織

（
集
落

）
名

事業費（円）
市町村による実施状況

の確認

計 国分 地方分

交
付
金
の
精
算
額

事
業
期
間

事業の成果

書
類
確
認

現
地
確
認

合
計

合
計

交付金の精算額（円）

そ
の
他

○○市町村　計 集落 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



添付様式１１８（国添付様式３７）　添付様式１１９
農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交付金）に
係る実施状況確認表

平成 年度

都
道
府
県
名

市
町
村
名

地
方
負
担
分
の
交
付
団
体
名

活
動
組
織

（
集
落

）
番
号

活
動
組
織

（
集
落

）
名

（２／２）

（農地に係る施設）

（施設名）

補修
(○)

更新等
(○)

ため池

堤体本体

更新等
(箇所)

更新等
(箇所)

補修
(箇所)

更新等
(箇所)

農道

農道本体

事業の成果（事業量）

水路

水路本体 付帯施設

補修
(m)

付帯施設

補修
(箇所)

更新等
(箇所)

付帯施設

補修
(箇所)

補修
(ｍ又は箇所)

更新等
(m)

更新等
(m)

補修
(箇所)

○○市町村　計 集落 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）農地に係る施設については、都道府県が策定する対象施設・対象活動に関する指針で追加した場合、対象とする施設を記載するものとする。



番　　　　　号　
平成　 年　 月 　日

北海道農地･水･環境保全向上対策協議会

　会　長　　　眞　　野　　　　弘　　　殿

印

１．実施状況確認表

   農地・水保全管理支払交付金に係る協定を締結した活動組織について実施状況
の確認を行ったので、向上活動支援交付金に係る業務方法書第１１条の２に基づ
き、下記関係書類を添えて提出する。

様式第１１９号

○○市町村長

記

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援交
付金）に係る実施状況報告書



番　　　　　号
年　　月　　日

農林水産大臣 殿

住　所
団体名
代表者名 印

１．実績報告整理表（別紙２）

 注：

札幌市中央区北５条西６丁目1-23

北海道農地･水･環境保全向上対策協議会
会　長　　眞　野　　弘

　整理表とともに、対象活動組織（集落）が提出した実績報告書及び市町村が提出した実
施状況報告書を提出すること。

記

別記様式第９号（第１０の(2)関係）

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金実績取りまとめ報告書

  平成　年度において、別紙のとおり実績報告書の提出があったので、農地・水保全管理支払交
付金交付要綱（平成23年４月１日付け22農振第2260号農林水産事務次官依命通知）第１０の(2)
のイに基づき、下記関係書類を添えて、提出する。



別紙２
実績報告整理表

平成 年度 （１／２）

支出内訳（円）

交付金の精算額（円）

農
道

そ
の
他

事業費（円）

地方分

た
め
池

国分

水
路

計

（
農
地
に
係
る
施
設

）

書
類
確
認

現
地
確
認

事
業
期
間

合
計

交
付
金
の
精
算
額

事
務
費

都
道
府
県
名

市
町
村
名

地
方
負
担
分
の
交
付
団
体
名

活
動
組
織

（
集
落

）
番
号

活
動
組
織

（
集
落

）
名

合
計

市町村による実施状況
の確認

事業の成果

北海道　計 集落 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



別紙２
実績報告整理表

平成 年度

都
道
府
県
名

市
町
村
名

地
方
負
担
分
の
交
付
団
体
名

活
動
組
織

（
集
落

）
番
号

活
動
組
織

（
集
落

）
名

（２／２）

水路本体

事業の成果（事業量）

水路

更新等
(箇所)

付帯施設

補修
(ｍ又は箇所)

付帯施設

更新等
(箇所)

更新等
(箇所)

農道本体

農道

補修
(m)

（農地に係る施設）

（施設名）

補修
(箇所)

ため池

更新等
(m)

補修
(箇所)

付帯施設堤体本体

補修
(箇所)

更新等
(○)

更新等
(箇所)

補修
(○)

更新等
(m)

補修
(箇所)

北海道　計 集落 0 0 0 0 0 0 0 0

注：農地に係る施設については、都道府県が策定する対象施設・対象活動に関する指針で追加した場合、対象とする施設を記載するものとする。



番　　　　　号
年　　月　　日

○○活動組織

北海道農地・水・環境保全向上対策協議会
会　長　　眞　野　　弘　　印

〈施行注意〉
１．

２．

３．

　前記１の場合には、本文中の「また、既に交付した交付金　　円との差額金　　円が別途支
出されるので通知する。」を「なお、業務方法書第６条第１項に基づき、既に交付した交付金
円との差額　　円の返還を命ずる。また、返還の期限は、この通知日から　日とする」と置き換
えるものとする。

　既に交付した交付金の額が確定額を上回る場合、標題の「支出」を「返還」と置き換えるもの
とする。

　交付金の精算払及び返還がない場合には、標題の「支出」及び本文中の「また、既に交付
した交付金　　円との差額金　　円が別途支出されるので通知する。」を削除するものとする。

平成　　年度　農地・水保全管理支払交付金（向上活動支
援交付金）に係る交付金の額の確定通知及び支出につい
て

  平成　年　月　日付け第　号をもって提出された平成　年度農地・水保全管理支払交付金実績報
告書により、平成　年度　月　日付け第　号による交付決定通知に係る地方公共団体の交付金（以
下「交付金」という。）の額　　円は、向上活動支援に係る業務方法書第11条第４項に基づき、金
円に確定したので通知する。
　また、既に交付した交付金　　円との差額金　　円が別途支出されるので通知する。

（様式第１２０号）

代表　○○　○○　　殿


